
～生物多様性に配慮した防災緑地づくり～

施工場所： いわき建設事務所管内沿岸域

１ 防災緑地の機能

自然に配慮した防災緑地の植栽計画について

２ いわき建設事務所管内の防災緑地計画

顔写真
様式２

多重防御の一つである防災緑地は、
下記の３つの機能を有した施設です。

①防災機能 (非常時)
②地域振興機能（通常時）
③景観､環境の再生･形成機能（通常時）

いわき建設事務所管内で整備中の防災緑地は、７地区で
約３０万本の樹木を植栽予定。

そのため、「生物多様性」、「県立自然公園」、「住宅地と隣接」等の
植栽条件を考慮した「周辺の環境に配慮した植栽計画」を策定。

福島県いわき建設事務所道路・橋梁課

主査 菅野 靖成

３ 生物多様性に配慮した樹種のグルーピング

生物多様性の視点から樹種を７つにグルーピングを行い、
「植栽の可否」、「対応方法」を整理。
その後、「福島県防災緑地計画ガイドライン」を基に「植栽計画」の

基本となる樹種を選定。

海側 ： クロマツ、 陸地側 ： クヌギ・コナラなどの「広葉樹」

グループ 植　　物 植栽可否 対　応　方　法 実 施 内 容

A群 県絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類 原則的に植栽しない

B群 県準絶滅危惧種

C群
県立自然公園の
特別地域内指定植物

県 立 自 然 公 園 地 域 区 分
に 配 慮 し た 樹 種 選 定

D群 当該地区の自生種 植栽対象とする

・地区で発生した実を発芽させたもの
・または採集した実生苗
・県内産及び近隣の地域から採取した実を
　発芽させた苗木

地 域 の DNA を 継 承 す る
（ ど ん ぐ り プ ロ ジ ェ ク ト ）

E群
防災・減災や防潮・防風等の
実用を主に担う植物
（クロマツ）

植栽対象とする ・害虫に対する遺伝子を持った苗木 抵 抗 性 ク ロ マ ツ の 採 用

F群 愛玩種 原則的に植栽しない

・専門家との協議による
　※ 緩和規定
　　　→ 当該地区の遺伝的多様性攪乱に結びつかない
         　 外来種、園芸種のみ植栽対象とする
　　　 　植栽帯などで囲み、生育域を制限する

住 民 要 望 の 対 応
（ 桜 ）

G群
他の樹木への配慮が必要な樹種
（特定外来種、ツル性植物、繁殖力の高い
　樹種(侵略的外来種)）

原則的に植栽しない
・早期緑化が図れる繁殖力の高い樹種は
　植栽可能
 　（専門家への確認が必要）

ネ ム ノ キ 、 ヤ シ ャ ブ シ

生物多様性に配慮した防災緑地の樹種選定方法

・専門家との協議による
　※ 緩和規定
　 　 → 当該地区由来の樹種で、
　　　　歴史的経緯から植栽されているものは可能
   　　　（震災以前より自生していた樹種に限る）

希 少 種 の 移 植
（ ハ マ ナ ス ）

特別な理由が無い限り
植栽しない

【Ａ・Ｂ群】レッドデータリスト掲載種の移植

希少種の取り扱いは、専門家との協議が必要

※ 樹種が同じでも、「自生していた株」、「人工的に植栽した株」で
取扱いが異なるため、専門家との協議が必要。

植栽計画の基本イメージ

樹種のグルーピング

【Ｃ群】県立自然公園特別地域内の検討

【Ｄ群】自生種のＤＮＡを継承

どんぐりプロジェ
クト植樹祭の状況

実生苗採取後の苗
木ポット作成状況

【Ｆ群】愛玩種の植栽検討

ヤマザクラ（自生種）

ソメイヨシノ（愛玩種）

『どんぐりプロジェクト』
① 「どんぐり採取」⇒ 「発芽」⇒ 「育苗」⇒ 「植栽」
② 「地域の実生苗」⇒ 「育苗」⇒ 「植栽」
 高台移転等で失われる地域のＤＮＡを防災緑地で継承
 住民の手で植栽した樹木が、地域の防災施設となる

１）特別地域（第１種～第３種）
 自生種に影響の少ない樹種(クロマツ・クヌギ・コナラ)

２）普通・地域外
 特別地域に隣接する場合は、特別地域と同等の緩衝帯

を設ける。

・生物多様性に配慮した樹種 ・レッドデータリスト掲載種の検討
・県立自然公園内に適した樹種 ・地域のＤＮＡを継承
・住民が要望する樹種の検討

ハマナス
移 植 前 仮 移 植 移 植 後

１）防災緑地⇒自生種の『ヤマザクラ』のみ
※住民要望による『桜』の植栽検討を実施
 自生種に影響の少ない樹種(クロマツ・クヌギ・コナラ)

２）専門家意見
※交雑しやすいので注意！

→ 自生種との開花時期が重複していないか？
→ 樹種毎の離隔を確保（桜の混植はしない）
→ 植栽場所を限定した植栽（植栽区域の制限）

末永く愛される防災緑地を目差す！

いわき建設事務所管内の防災緑地植栽計画４ まとめ

『景観･環境の再生･形成機能』＋『地域振興機能』

緩衝帯

【Ａ・Ｂ群】 ハマナスの事例（四倉防災緑地）

【Ｃ群】 県立自然公園特別地域に対する調整


